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東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託事業募集要項 

 

第１ 募集要項等の定義 

 東広島市（以下「市」という。）が、設置及び管理している東広島学校給食センター（以

下「給食調理場」という。）の調理業務は民間事業者に委託していますが、令和７年７月末

で委託期間が満了するため、引き続き民間事業者に委託しようとするものです。 

 調理等業務を実施する民間事業者の決定に当たっては、調理等業務の安全性及び効率性

を確保するとともに、学校給食の果たす役割を保持するため、公募型プロポーザル方式と

します。 

この募集要項は、調理等業務委託事業に係る募集に関して必要な事項を定めたものです。

なお、本募集要項に併せて配付する次の資料も本募集要項と一体の資料とし、これらの全

資料を含めて「募集要項等」と定義します。 

 

 仕 様 書：市が事業者に要求する具体的な業務仕様を示すもの 

 添付資料：本業務に関する添付資料 

 様 式 集：提案書類等の作成に使用する様式を示すもの 

 

また、この募集に関する事務局は、次のとおりとします。 

   〒７３９－００３８ 

  東広島市田口研究団地８番５号 

    東広島市教育委員会 学校教育部 東広島学校給食センター 

    電話  ０８２－４２５－３３８８ 

    ＦＡＸ ０８２－４２５－５１２０ 

 

第２ 事業の概要 

 １ 事業の名称 

東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託事業 

 

 ２ 対象施設 

（１）名 称：東広島学校給食センター 

（２）所 在 地：東広島市田口研究団地８番５号 

（３）敷 地 面 積：１０，９０４．００㎡ 

（４）建 築 面 積： ３，６７４．３４㎡ 

（５）延 床 面 積： ４，９８４．８ ㎡ 

（６）構 造：鉄骨造２階建て 

（７）運 営 方 式：ドライシステム 

（８）建 築 年 月：平成２０年４月 

（９）熱 源：電気、都市ガス 

（10）調 理 能 力：１２，０００食/日 

（11）献 立 方 式：３本コース献立 

（12）給食提供校：小学校１５校 中学校６校 
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３ 委託業務内容（詳細は仕様書を参照） 

（１）物資検収時の受取、検温、格納業務 

（２）調理業務 

（３）原材料及び調理後の食品の保存食採取、保管業務 

（４）配缶業務及び食器、食缶のコンテナへの積み込み業務 

（５）学校における配膳、検食の準備、コンテナの受取・返却、配膳室等の清掃業務 

（６）食器、食缶、コンテナ、調理器具等の洗浄・消毒保管業務 

（７）残食等の計量及び処理業務 

（８）設備・調理機器等の清掃・洗浄及び安全点検・管理業務 

（９）ボイラーの運転管理業務 

（10）使用物品の管理業務 

（11）施設内の清掃業務 

（12）衛生管理業務 

（13）前各号に附帯する業務 

   なお、本委託業務に含まれない業務は、次のとおりとします。    

ア 献立作成業務 

イ 食材の決定及び調達業務 

ウ 学校給食費徴収業務 

エ 給食の配送、回収業務 

オ 施設設備等保守業務 

 

４ 業務履行期間 

令和７年８月１日から令和１２年７月３１日まで５年間 

 

 ５ 受注者決定方式 

   公募型プロポーザル方式により選定します。 

 

 ６ 給食提供先及び児童生徒数（１日あたり推定数）            R6.5.1現在   

給食提供先 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10 年度 R11年度 R12 年度 

寺西小学校 701 732 755 774 789 802 857 

川上小学校 790 791 807 837 853 862 856 

原小学校 134 135 141 128 129 124 123 

吉川小学校 56 53 44 37 32 24 18 

八本松小学校 613 580 544 516 480 455 435 

龍王小学校 1,038 1,049 1,035 983 968 932 878 

郷田小学校 364 382 364 354 352 358 346 

板城小学校 352 334 315 304 277 263 241 

東西条小学校 490 496 487 508 515 508 497 

御薗宇小学校 462 481 512 514 522 533 528 

板城西小学校 53 55 53 60 66 67 72 

上黒瀬小学校 75 69 68 58 57 54 45 
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乃美尾小学校 74 65 66 66 63 68 66 

中黒瀬小学校 464 454 440 418 399 384 365 

下黒瀬小学校 254 240 218 214 187 170 168 

西条中学校 637 683 693 745 691 691 646 

向陽中学校 476 482 474 459 447 420 405 

八本松中学校 418 385 401 394 368 363 335 

松賀中学校 470 475 480 486 520 534 549 

黒瀬中学校 437 432 429 399 389 356 336 

中央中学校 634 577 552 566 590 608 582 

合計 8,992 8,950 8,878 8,820 8,694 8,576 8,348 

注）令和６年５月１日現在。令和７年度以降は、令和６年５月１日時点の住民記録に基づく人口による児童生徒数。 

 

７ 基本給食実施日数（年間推定数） 

   実施推定日数 １９８日                     ＊参考（実績） 

給食提供先 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日数 学級数 日数 学級数 日数 学級数 日数 学級数 

寺西小学校 191 26 194 26 192 27 194 27 

川上小学校 193 26 196 28 194 28 193 29 

原小学校 191 9 192 9 193 9 194 9 

吉川小学校 188 7 190 7 190 7 192 7 

八本松小学校 190 28 193 27 191 27 195 28 

龍王小学校 193 30 196 31 193 36 195 36 

郷田小学校 189 18 195 18 195 18 193 18 

板城小学校 192 17 196 16 193 15 194 15 

東西条小学校 193 18 195 18 194 19 194 21 

御薗宇小学校 191 17 192 17 192 19 193 19 

板城西小学校 191 8 195 8 193 8 192 9 

上黒瀬小学校 191 9 193 9 193 9 193 8 

乃美尾小学校 193 9 196 9 193 9 194 9 

中黒瀬小学校 191 22 192 23 193 24 191 22 

下黒瀬小学校 193 17 195 16 192 17 192 16 

西条中学校 190 21 194 21 193 21 194 23 

向陽中学校 190 16 202 16 200 17 201 19 

八本松中学校 190 16 200 18 198 18 198 17 

松賀中学校 190 14 202 16 197 16 199 19 

黒瀬中学校 193 16 198 16 195 16 198 17 

中央中学校 192 22 200 21 199 22 198 23 

東広島学校給食センター 193 １ 204 １ 202 １ 205 １ 

平均 191  196  194  195  

※職員室を１学級とし学級数に集計。 提供日数の平均に「東広島学校給食センター」は含まない。 
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８ 事業規模 

１，７２０，５６４千円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。）以内とします。 

 

第３ 応募事業者の条件等 

 １ 応募資格 

（１）応募事業者資格要件 

  応募事業者は、次の要件を満たしていることが条件です。 

ア 法人格を有し、本委託業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能

力を有していること。（共同企業体による参加は認めない。） 

   イ 学校給食において、１日７５０食以上かつ３年以上の大量調理施設（学校給食

調理施設を含む）での受託実績を有し、仕様書に基づき、受託業務を遂行できる

こと。 

ウ 市と受注者との連絡・調整・協議等が速やかに行えるよう、広島県内に本社、

支社、営業所又は事業所のいずれかを有する事業者、若しくは委託業務開始まで

に広島県内に本社、支社、営業所又は事業所のいずれかを有することができる事

業者であること。 

エ 令和３年１月１日～令和６年１２月３１日までの東広島市委託役務に係る競争

入札参加資格認定区分「学校給食調理〈現地調理１日７５０食以上〉」の認定を受け

ていること。 

（２）応募事業者の制限 

    次のいずれかに該当する者は、応募することができません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者及び地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当する者で、市が入

札に参加させないとした者 

イ 東広島市税及び消費税の滞納がある者 

ウ 参加表明時において、食品衛生法の営業停止処分を受けている者及び選定中に 

営業停止処分を受けた者 

エ 食品衛生法第５５条の規定による営業許可を受ける資格がない者 

オ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団または第２条第６号に規定する暴力団員で

ある若しくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有している者。 

カ 東広島市の指名除外処分を受けている者 

 （３）応募資格の基準日 

応募資格の基準日は、応募資格審査申請書の提出日とします。ただし、応募資

格確認後から審査結果の決定日までに、応募者の備えるべき要件を欠く事態が生

じた場合には失格とします。 

 

２ 応募に関する留意事項 

 （１）募集要項等の承諾 

    応募事業者は、応募資格審査申請書の提出をもって、募集要項等の記載内容を承

諾したものと見なします。 
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（２）応募費用の負担 

応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とします。 

 （３）使用言語及び単位 

応募に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成４年法律第５１号） 

に定めるものとし、通貨単位は円とします。 

（４）著作権 

応募事業者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類 

の作成者に帰属します。ただし、委託契約を締結した受注者が提案した提案書類等に

ついては、市が当該業務に係る事業上においては自由に使用できることとし、応募事

業者は著作権を行使しないこととします。その際、提案内容に含まれる特許権、実用

新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第３者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任については、応募事業者が負うもの

とします。 

（５）提出書類の取り扱い 

    提出された書類については、変更できないものとし、返却はしません。 

（６）資料の取り扱い 

市が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。 

また、この検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対してこ 

れを使用させ、又は内容を提示することを禁止します。ただし、市がＨＰ上で公表 

している資料については、この限りではありません。 

（７）応募の無効に関する事項 

    次のいずれかに該当する応募は無効とします。 

ア 応募資格審査申請書の提出時から受注者決定までの期間に、応募事業者が不渡

手形又は不渡小切手を出した場合 

イ 同一事項に対し、２通り以上の書類が提出された場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ 著しく信義に反する行為があった場合 

オ 選定委員会委員に個別に接触した場合 

カ 選定委員会委員又はプロポーザル事務局にプロポーザルに関する援助を直接的

または間接的に求めた場合 

キ 従事者への支払賃金について、広島労働局が示す「広島県の最低賃金」を保証

していない場合 

（８）その他 

   ア 市が提示する資料及び回答書は、本募集要項等と一体のものとして、同等の効

力を有するものとします。 

   イ 本募集要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合に

は、応募事業者に通知します。 

   ウ 提案書類に押印する印鑑は、代表者印（実印）又は市との契約について委任を

受けた契約に使用する印（使用印鑑）とします。 
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第４ 事業者募集等のスケジュール及び応募方法 

実施スケジュールは、次のとおりです。受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日には行わないこととし、時間は

８時から１６時までとします。 

事    項 日 時 等 

募集要項等に関する質問の受付・回答 
本業務に係る募集開始日～ 

   令和６年１０月２５日(金) 

募集要項等に関する質問に対する回答の公表 
令和６年１０月３０日(水)～                        

   令和６年１１月１日(金) 

参加表明書（兼応募資格審査申請書）の受付 
令和６年１１月５日(火)～ 

 令和６年１１月１１日(月) 

応募資格審査結果の通知発送   令和６年１１月下旬 

提案書類等の受付  
令和６年１１月２２日(金)～ 

 令和６年１１月２９日(金) 

第１次審査 令和６年１２月上旬 

第１次審査結果の通知発送              令和６年１２月下旬 

第２次審査（書類審査、プレゼンテーション

及びヒアリング審査）   

令和７年１月中旬 

～令和７年１月下旬 

審査の結果通知発送 令和７年２月上旬 

受注者の決定・契約締結 令和７年２月下旬 

委託業務開始 令和７年８月１日(金) 

  

 １ 募集要項等の公表 

（１）公表方法 

本業務委託に関する募集要項等の資料は、市のホームページにおいて公表します。 

（２）公表資料 

   ア 募集要項（本書） 

   イ 仕様書（報告様式集含） 

   ウ 応募様式集 

   エ 参考資料 

（ア）東広島市学校給食衛生管理マニュアル 

（イ）施設平面図 

（ウ）調理用品使用状況 

（エ）消耗品購入実績一覧 

（オ）調理指示書 

（カ）履行実績証明書参考様式 

（キ）東広島市学校給食調理等業務委託事業者選定委員会委員名簿 

 

２ 現地説明会 

   現地説明会は行わない。 
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３ 募集要項等に関する質問の受付・回答 

   本募集要項等の内容に関する質問を次のとおり受け付けます。 

 なお、電話及び口頭等による個別の対応はしません。また、無用な混乱を招く恐れ

があるときは、質問に回答しない場合があります。 

 （１）質問書の提出方法 

質問書（様式第１号）に内容を簡潔にまとめて記載し、事務局へ持参又はＦＡＸ 

により提出してください。（ＦＡＸの場合は、ＦＡＸを送信する旨を電話で連絡して 

ください。） 

（２）受付期間 

ＨＰ公表による本業務に係る募集開始日から令和６年１０月２５日(金)まで 

 （３）質問への回答方法 

事業者からの質問及び回答は、取りまとめの上、東広島市ホームページにて公表

する。 

ア 回答の閲覧期間 

令和６年１０月３０日(水)から令和６年１１月１日(金)まで 

イ 東広島市ホームページアドレス 

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/ 

 

４ 参加表明書（兼応募資格審査申請書）の受付 

   応募事業者は、次により参加表明書を提出してください。 

（１）受付期間 

令和６年１１月５日(火)から令和６年１１月１１日(月)まで 

（２）提出書類 

   ア 参加表明書（兼応募資格審査申請書）（様式第２－１号）、応募資格要件確認 

誓約書（様式第２－２号）及び応募資格要件確認同意書（様式第２－３号） 

   イ 事業者の概要（沿革・組織のわかる書類、パンフレット等可） 

ウ 学校給食において、１日７５０食以上かつ３年以上の大量調理施設（学校給食 

調理施設を含む）での受託実績を有していることを証明する書類（契約書の写し、 

仕様書及び履行完了を証明する実績証明書） 

   エ 消費税納税証明書 

提出日１か月以内に発行された、滞納がないことを証する国税通則法施行規則 

（昭和３７年大蔵省令第２８号）別紙第９号その３、その３の２又はその３の３に 

よる消費税・地方消費税納税証明書 

オ 東広島市税納税証明書（滞納のない証明書） 

令和６年８月３１日以前において納付すべき市税に滞納がない旨を証明する納

税証明書（東広島市の納税義務がない場合は提出の必要はない） 

（３）提出先 

  東広島市田口研究団地８番５号 

    東広島市教育委員会 学校教育部 東広島学校給食センター 

（４）提出方法 

    直接持参するものとし、それ以外の方法による提出は認めません。 
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５ 提案書類等の受付 

   次により提案書類を提出してください。 

（１）受付期間 

    令和６年１１月２２日(金)から令和６年１１月２９日(金)まで 

（２）提出書類 正１部・副８部 

ア 提案書（様式第３号～様式第１１号） 

イ 見積書（様式第１２号）、見積内訳書（様式第１２－２号) 

（３）提出先 

  東広島市田口研究団地８番５号 

    東広島市教育委員会 学校教育部 東広島学校給食センター 

（４）提出方法 

直接持参するものとし、それ以外の方法による提出は認めません。 

（５）提案書類の作成方法等   

ア 「東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託事業に関する提案書」及び 

 事業者名・代表者職氏名を記載した表紙を付けてください。 

イ Ａ４版用紙、横書き、左綴じとし、ページ番号を付けてください。 

ウ 仕様書に基づき提案書と見積書を作成してください。 

エ 提案書及び見積書についてはかならず本市ホームページからダウンロードした 

データにより作成し、様式や記載項目等を勝手に変更、削除しないでください。 

オ 提案書の作成方法 

（ア）提案書（様式第３号～様式第１１号）について記載してください。 

（イ）提案書（様式第４号）には、賠償責任保険の保険証の写しを、提案書（様式 

  第６号）には作業工程表を、提案書（様式第７号）には作業動線図を添付して 

ください。 

カ 見積書の作成方法 

（ア）見積金額欄は、５年間の合計額を記載してください。 

（イ）見積書（様式第１２－１号）に詳細な内訳として見積内訳書（様式第１２－ 

  ２号)を添付してください。 

（ウ）人件費については、業種別の賃金体系表（任意の様式）を添付してください。 

（エ）調理用品、衛生用品及び清掃用品については内訳書（任意の様式）を添付し 

  てください。 

（オ）見積書記載金額は取引に係る消費税及び地方消費税を除いた金額を記載して 

ください。 

（カ）見積額が本委託事業規模（５ページに記載）を超える場合又は異常に少額で 

あるなど、本委託事業の適正な履行に支障があると判断したときは、失格とす 

る場合があります。 

（６）無効（失格）となる提案書類 

ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

イ 虚偽の内容が記載されているもの 
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（７）留意事項 

ア 提案書  

（ア）提案書（副）についても、カラー印刷が必要な場合は、必ずカラー印刷した書 

類を提出してください。 

（イ）提案書の内容について、不明な場合は、担当者に問い合わせることがあります。 

※問い合わせにより、修正の必要が生じた場合、修正対応には応じません。 

イ 見積書 

（ア）見積内訳書（様式第１２－２号）の積算根拠には、計算式等を必ず記入し、 

  金額と整合が取れるようにしてください。 

（イ）見積書の内容について不明な場合は、担当者に問い合わせることがあります。 

※問い合わせにより、修正の必要が生じた場合、修正対応には応じません。 

  

６ 第１次審査結果の通知 

東広島市学校給食調理等業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。） 

により第１次審査を行った後、結果を通知します。 

 

７ 第２次審査（提案書類、プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

提案書類等をもとに第１次審査で選定された応募事業者を対象に、提案書類等の審 

査、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施します。 

（１）実施日時 

 令和７年１月中旬～令和７年１月下旬（日時は第２次審査対象者に対して別途通

知します。） 

（２）審査場所 

別途通知します。 

（３）実施時間 

３５分程度（プレゼンテーション１５分、ヒアリング・質疑応答２０分程度） 

※準備・撤収は、審査前後の１０分間に行ってください。 

（４）出席者 

    １事業者３名までとし、応募様式第６号に記載された配置予定の業務責任者は必 

   ず出席するものとします。 

（５）準備物  

パソコン等を使用する場合は、各自準備してください。（プロジェクター、スクリ

ーンは、事務局で準備します。） 

（６）プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番 

参加表明書の受付順とします。なお、辞退者が出た場合は、順次繰り上げる等の 

   方法により対応します。 

 

８ 審査結果の通知 

審査結果については、文書にて通知します。 

また、契約締結後に市のホームページに応募事業者の名、最優秀提案者名及び採点 

結果（匿名）を掲載します。 
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第５ 提案書等の審査方法等 

 １ 選定委員会の設置 

   選定委員会を設置し、最優秀提案者の選定審査を実施します。 

 ２ 審査方法等 

（１）選定方法 

公募型プロポーザル方式により選定します。 

（２）応募資格の確認審査 

    市は、応募資格の確認審査（以下「応募資格審査」という。）を応募資格審査申請 

書類により実施し、この募集要項に記載している応募事業者の備えるべき要件を満 

たしていることを確認し、資格不備の場合は失格とします。  

（３）第１次審査 

ア 提案内容の基礎審査 

上記応募資格の確認審査を経て、市は提案書類等に記載された内容が、次の（ア） 

から（ウ）までの項目を満たしていることを確認します。次の項目のうち、いず 

れかを満たさないことが確認された場合は、失格とします。 

（ア）提案書類全体について、同一項目に対する２通り以上の提案又は提案事項間 

の齟齬や矛盾がないこと。 

（イ）提案書類全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）と 

なっていること。 

（ウ）当該提案に関連する各様式（別添「応募様式集」参照）に示す項目に対する 

提案の内容が仕様書の条件を満たしていること。 

イ 書類審査 

提案内容の基礎審査の結果、応募事業者が４者以上の場合には、選定委員会は 

書類審査を行い、各委員の得点の合計が最も高い上位３者までの事業者を第２次 

審査対象者として選定します。ただし、上位３者までの点数と同点の事業者が他 

にある場合は、当該事業者についても、第２次審査対象者とします。書類審査は、 

提案書類等について、「委託事業者選定基準」（別添－１）に基づき採点します。 

（４）第２次審査 

第１次審査で選定された事業者（原則３者以内）を対象に、応募事業者の提案書 

類等の審査、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、「委託事業者選定基 

準」に基づき採点します。価格評価を除いた 48点未満の場合は失格とします。なお、

第１次審査の審査結果は、第２次審査には反映されません。 

（５）最優秀提案者の選定方法 

選定委員会では、第２次審査における各委員の得点の合計が最も高い提案書類等 

を提出した事業者を最優秀提案者として選定します。 

ただし、得点の合計が最も高い提案が２者以上あるときは、選定委員会において、 

提案内容を基に精査し、最優秀提案者を決定します。 

なお、申込者が１者しかなかった場合においても、応募事業者の提案書類等の審査、

プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、当該提案が要求水準に達していれ

ばその者を候補事業者とします。 
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（６）候補事業者の決定  

市は、選定委員会の審査結果を踏まえ、最優秀提案者を候補事業者とします。     

候補事業者が契約を締結しない場合は、次点の応募事業者を新たに候補事業者と 

します。審査の結果、適切な候補事業者がいないときは、「適切な候補事業者なし」

とし、再募集することがあります。 

 

第６ 提案書類等に関する条件 

 １ 関係法令等の遵守  

   各種法令等を遵守し、提案内容についても法令等に則った内容となるよう、記載し

てください。 

（１）法 令・・・学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令及び他関連 

法規等 

 （２）要綱等・・・学校給食衛生管理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管理マニュ 

アル（厚生労働省）及びその他関連要綱等 

 

第７ 委託業務実施に関する事項 

 １ 委託業務の継続が困難となった場合の措置 

（１）受注者の債務不履行等の場合 

ア 受注者の責めに帰すべき事由により債務不履行、又はその懸念（ア）～（ウ）

が生じた場合、市は受注者に対して修復勧告し、一定期間内に修復策の提出及び

その実施を求めることができることとします。受注者が当該期間内に修復をする

ことができなかったときは、市は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請

求することができることとします。 

（ア）受注者が市の指示に従わず、改善が見られない場合 

（イ）受注者が倒産した場合 

（ウ）調理員が確保できず、指定の時間までに調理が行えない場合 

（２）市が契約の内容を変更した場合等 

ア 市が契約の内容を変更したことにより、委託料の額が当初の委託料の額の３分の

１に相当する額に満たないこととなったとき、または市が契約に違反したことによ

り契約を履行することができなくなったときは、受注者は契約を解除できることと

します。 

イ アの場合において、受注者が契約を解除した場合、受注者は市に対し、その損害 

の賠償を請求できることとします。 

（３）市の事由による契約解除 

市は、委託業務が完了するまでの間に、やむを得ない事由が生じたときは、契約 

を解除することができます。また、このことにより、市が受注者に損害を与えたと 

きは、その損害を賠償します。 
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２ 市による本委託業務の実施状況の評価   

市は、受注者が提供するサービスについて、定期又は随時に評価を行います。その結 

果、業務委託契約書及び仕様書で定められた内容を充足していないことが判明した場合 

は、委託料の減額等を行うことがあります。 

 

第８ 契約に関する事項 

 １ 契約手続き 

（１）見積書の依頼 

候補事業者決定後、市は候補事業者に対し、見積書の提出を依頼します。 

（２）契約の締結 

候補事業者から予定価格の制限の範囲内の見積書が提出された時は、市は候補事業

者を受注者とし、東広島市契約規則（平成２０年東広島市規則第１４号）（以下「規

則」という。）に基づき契約を行います。（契約締結時に資格要件確認のため、県内営

業所等の所在が確認できる書類の提出を求めることがあります。） 

 （３）契約書及び契約約款 

契約書及び契約約款は、市の業務委託契約書及び業務委託契約約款（役務の提供 

を受けるもの）を使用します。 

 

２ 契約保証金 

候補事業者は、規則に基づくところにより契約金額の１００分の１０以上に相当す

る金額を契約締結時までに納付してください。ただし、免除された場合はこの限りで

はありません。 
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別添－１        委 託 事 業 者 選 定 基 準 

評価項目 評価の視点 配点 

事業者の概要 
 学校給食を円滑に提供できる規模を有し、その経営状況が安定的か

つ良好であること。 
５ 

調理業務の受託実績 
 学校給食調理業務を受託するに当たり、十分な実績を有しているこ

と。 
５ 

業務従事者の配置計画 

① 規模に応じた適正かつ効率的な職員数が配置されていること。（代

替要員確保を含む。） 

② 業務従事者採用計画の方策が確立されていること。 

③ 大量調理施設における調理経験が豊富かつ有能な人材を多く確保

し、長期雇用するための取組みがされていること。 

④ 学校等における配膳等業務の経験が豊富かつ有能な人材を多く確

保し、長期雇用するための取組みがされていること。 

１０ 

業務実施体制 

① 指揮命令系統が確立されており、本市からの指示事項が迅速・的

確に伝達される体制づくりがされていること。 

② 災害時や突発的な事故発生時の迅速な対応及び防止策が講じら 

  れていること。 

③ 食中毒や異物混入等発生時の迅速な対応及び防止策が講じられ

ていること。 

④ 欠員発生時の補充や代替体制の対応が講じられていること。 

１０ 

衛生管理体制 

① 「学校給食衛生管理基準」（文部科学省）及び「大量調理施設衛

生管理マニュアル」（厚生労働省）等に基づく衛生管理に対する考

え方が確立されていること。 

② 事業者独自の衛生管理体制が確立されていること。 

③ 業務従事者に対する食品安全衛生や調理技術の向上等に関する

研修が計画されていること。（業務開始までの研修含む。） 

２０ 

学校給食に対する基本

的な考え方 

① 子どもたちに安全・安心でおいしい給食を安定して提供するため

のコンセプトを有し、その実現に向けて積極的な提案がされてい

ること。 

②  食育推進のために、事業者として提案・協力体制が図られている

こと。 

１０ 

アレルギー対応食等へ

の対応 

① アレルギー事故の発生防止のための体制作り及びチェック体制

が確立されていること。  

② アレルギー対応食（除去食）等を提供していく上で、事業者とし

て提案・協力体制が図られていること。 

１０ 

その他の提案事項 

① 本業務を実施する上での環境に配慮した取り組みが、本市への提

案・協力体制などが本市にとって有効であること。 

② その他、特筆すべき本市への提案・協力体制などが本市にとって

有効であること。 

１０ 

価格評価 
 配点×（全応募者中の最低見積金額／当該応募者の見積金額） 

２０ 

総合得点  100 

※価格評価を除いた 48点未満の場合は失格とする。


